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   幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正

する規則 

 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成１２年３月

世田谷区教育委員会規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

 第４条ただし書中「週休日の指定簿（第１号様式）又は」を削る。 

 第５条第５項ただし書中「週休日の振替命令簿（第２号様式）」を「教育委員会が

別に定める様式」に改める。 

 第７条第１項ただし書中「超過勤務等命令簿（第３号様式）」を「教育委員会が別

に定める様式」に改める。 

 第１０条第２項ただし書中「休日の振替処理・代休日指定簿（第６号様式）」を「

教育委員会が別に定める様式」に改める。 

 第１１条第２項ただし書中「休日の振替処理・代休日指定簿」を「教育委員会が別

に定める様式」に改める。 

 第３０条第３項ただし書中「介護休暇承認申請書兼処理簿（第９号様式）」を「教

育委員会が別に定める様式」に改め、同条第５項ただし書及び第１５項ただし書中「

介護休暇承認申請書兼処理簿」を「教育委員会が別に定める様式」に改め、同条第１

７項ただし書中「申請事由変更届（第１０号様式）」を「教育委員会が別に定める様

式」に改める。 

 第３０条の２第５項ただし書中「介護時間承認申請書（第１１号様式）」を「教育

委員会が別に定める様式」に改め、同条第７項ただし書中「申請事由変更届」を「教

育委員会が別に定める様式」に改める。 

 第１号様式から第３号様式までを次のように改める。 

第１号様式から第３号様式まで 削除 

 第６号様式を次のように改める。 

第６号様式 削除 
 
 

                     「 
第７号様式から第８号の２様式までの規定中    を削る。 

                        」 
 
 

 第９号様式から第１１号様式までを削る。 

附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

○印  
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２ この規則の施行の際、この規則による改正前の第７号様式から第８号の２様式ま

での規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、修正し

て使用することができる。 
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幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規

則 

○幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規

則 

平成12年３月31日世教委規則第10号 平成12年３月31日世教委規則第10号

（週休日） （週休日） 

第４条 世田谷区教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、条

例第５条第２項の規定により週休日（教育委員会が別に指定する週

休日を除く。）を割り振ろうとするときは、世田谷区人事庶務シス

テム（電子計算組織（世田谷区電子計算組織の運営に関する規則（平

成16年４月世田谷区規則第47号）第２条第５号に規定する電子計算

組織をいう。）を利用して職員の勤務の状況等の管理に関する事務

の処理を行うシステムをいう。以下「システム」という。）により

行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、教育委員会

が別に定める様式により行うことができる。 

第４条 世田谷区教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、条

例第５条第２項の規定により週休日（教育委員会が別に指定する週

休日を除く。）を割り振ろうとするときは、世田谷区人事庶務シス

テム（電子計算組織（世田谷区電子計算組織の運営に関する規則（平

成16年４月世田谷区規則第47号）第２条第５号に規定する電子計算

組織をいう。）を利用して職員の勤務の状況等の管理に関する事務

の処理を行うシステムをいう。以下「システム」という。）により

行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、週休日の指

定簿（第１号様式）又は教育委員会が別に定める様式により行うこ

とができる。 

（週休日の振替等） （週休日の振替等） 

第５条 省略 第５条 省略 

２～４ 省略 ２～４ 省略 

５ 教育委員会は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更をす

るときは、システムにより行うものとする。ただし、システムによ

り難い場合は、教育委員会が別に定める様式により行うことができ

る。 

５ 教育委員会は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更をす

るときは、システムにより行うものとする。ただし、システムによ

り難い場合は、週休日の振替命令簿（第２号様式）により行うこと

ができる。 

６ 省略 ６ 省略 

（超過勤務） （超過勤務） 

第７条 教育委員会は、職員に条例第10条第１項に規定する勤務（以

下「超過勤務」という。）を命ずるときは、システムにより、あら

かじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなけ

ればならない。ただし、システムにより難い場合は、教育委員会が

第７条 教育委員会は、職員に条例第10条第１項に規定する勤務（以

下「超過勤務」という。）を命ずるときは、システムにより、あら

かじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなけ

ればならない。ただし、システムにより難い場合は、超過勤務等命
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改正後 改正前 

別に定める様式により、あらかじめ勤務することを命ずることがで

きる。 

令簿（第３号様式）により、あらかじめ勤務することを命ずること

ができる。 

２・３ 省略 ２・３ 省略 

（休日） （休日） 

第10条 省略 第10条 省略 

２ 前項の規定による振替は、システムにより行うものとする。ただ

し、システムにより難い場合は、教育委員会が別に定める様式によ

り行うことができる。 

２ 前項の規定による振替は、システムにより行うものとする。ただ

し、システムにより難い場合は、休日の振替処理・代休日指定簿（第

６号様式）により行うことができる。 

（代休日の指定） （代休日の指定） 

第11条 省略 第11条 省略 

２ 前項の規定による代休日の指定は、システムにより行うものとす

る。ただし、システムにより難い場合は、教育委員会が別に定める

様式により行うことができる。 

２ 前項の規定による代休日の指定は、システムにより行うものとす

る。ただし、システムにより難い場合は、休日の振替処理・代休日

指定簿により行うことができる。 

（病気休暇） （病気休暇） 

（介護休暇） （介護休暇） 

第30条 省略 第30条 省略 

２ 省略 ２ 省略 

３ 前項の規定による申請は、指定期間の指定を希望する期間の初日

及び末日を明らかにして、システムにより行うものとする。ただし、

システムにより難い場合は、教育委員会が別に定める様式により行

うことができる。 

３ 前項の規定による申請は、指定期間の指定を希望する期間の初日

及び末日を明らかにして、システムにより行うものとする。ただし、

システムにより難い場合は、介護休暇承認申請書兼処理簿（第９号

様式）により行うことができる。 

４ 省略 ４ 省略 

５ 職員は、第３項の規定による申請に基づき前項若しくは第７項の

規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指

定期間若しくはこの項の申請（短縮の指定の申請に限る。）に基づ

き次項若しくは第７項の規定により指定された指定期間を短縮して

指定することを申請することができる。この場合においては、改め

て指定期間として指定することを希望する期間の末日に係る申請を

システムにより行わなければならない。ただし、システムにより難

５ 職員は、第３項の規定による申請に基づき前項若しくは第７項の

規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指

定期間若しくはこの項の申請（短縮の指定の申請に限る。）に基づ

き次項若しくは第７項の規定により指定された指定期間を短縮して

指定することを申請することができる。この場合においては、改め

て指定期間として指定することを希望する期間の末日に係る申請を

システムにより行わなければならない。ただし、システムにより難
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改正後 改正前 

い場合は、教育委員会が別に定める様式により行うことができる。 い場合は、介護休暇承認申請書兼処理簿により行うことができる。 

６～14 省略 ６～14 省略 

15 介護休暇の申請は、これを利用する日の前日までにシステムによ

り行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、教育委員

会が別に定める様式により行うことができる。 

15 介護休暇の申請は、これを利用する日の前日までにシステムによ

り行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、介護休暇

承認申請書兼処理簿により行うことができる。 

16 省略 16 省略 

17 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、システムにより教育

委員会に届け出なければならない。ただし、システムにより難い場

合は、教育委員会が別に定める様式により届け出ることができる。 

17 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、システムにより教育

委員会に届け出なければならない。ただし、システムにより難い場

合は、申請事由変更届（第10号様式）により届け出ることができる。

（介護時間） （介護時間） 

第30条の２ 省略 第30条の２ 省略 

２～４ ２～４ 省略 

５ 介護時間の申請は、これを利用する日の前日までにシステムによ

り行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、教育委員

会が別に定める様式により行うことができる。 

５ 介護時間の申請は、これを利用する日の前日までにシステムによ

り行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、介護時間

承認申請書（第11号様式）により行うことができる。 

６ 省略 ６ 省略 

７ 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、システムにより教育

委員会に届け出なければならない。ただし、システムにより難い場

合は、教育委員会が別に定める様式により届け出ることができる。 

７ 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、システムにより教育

委員会に届け出なければならない。ただし、システムにより難い場

合は、申請事由変更届により届け出ることができる。 

 

附 則（令和 年 月 日規則第 号） 

 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の第７号様式から第

８号の２様式までの規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存

するものは、当分の間、修正して使用することができる。 

 

第１号様式 削除 第１号様式（第４条関係） 

 

6



4/19 

改正後 改正前 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 

第２号様式 削除 第２号様式（第５条関係） 
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改正後 改正前 

第３号様式 削除 第３号様式（第７条、第９条関係） 
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改正後 改正前 

第４号様式（第８条、第８条の２関係）省略 第４号様式（第８条、第８条の２関係）省略 

  

第５号様式（第８条、第８条の２関係）省略 第５号様式（第８条、第８条の２関係）省略 

  

第６号様式 削除 第６号様式（第10条、第11条関係） 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 

第７号様式（第28条関係） 

 

第７号様式（第28条関係） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年  月  日  

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 計 画 書                
          あて 

所 属           

氏 名        ○印   

 １ 活動期間等 
  (１) 活動期間 
        年  月  日  時  分から  年  月  日  時  分まで 
  (２) 往復に要する期間 
    往：  年  月  日  時  分から  年  月  日  時  分まで 
    復：  年  月  日  時  分から  年  月  日  時  分まで 
  (３) 取得日数 
        年度：既取得日数  日／今回取得日数  日／延べ取得日数  日 
 ２ 活動の種類（規則第28条第１項） 
   □被災者への支援活動（第１号関係） □社会福祉施設等における活動（第２号関係） 
   □要介護者への支援活動（第３号関係）□国等の主催事業等への支援活動（第４号関係） 

（団体名：

□主催□共催□協賛□後援）     

 ３ 予定活動場所 
   施設名等：                                    

   所 在 地：                                    

   電  話：     （    ）                         

 ４ 予定している具体的な活動内容 
 
 
 ５ 仲介団体名及び連絡先 
   団 体 名：                                    

   電  話：     （    ）                         

 注１ 「１ 活動期間等」の「(２)往復に要する期間」欄は、遠隔の地に赴く場合で、活動期間以

外の日に当該往復に要する期間を休暇の対象とする場合に記入する。 
  ２ 「３ 予定活動場所」欄は、活動場所が支援する相手の居宅である場合には、その者の氏

名及び住所等を記入する。 
  ３ 社会福祉施設等における活動を行う場合は、「５ 仲介団体名及び連絡先」欄への記入を要

しない。 

年  月  日  

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 計 画 書                
          あて 

所 属           

氏 名           

 １ 活動期間等 
  (１) 活動期間 
        年  月  日  時  分から  年  月  日  時  分まで 
  (２) 往復に要する期間 
    往：  年  月  日  時  分から  年  月  日  時  分まで 
    復：  年  月  日  時  分から  年  月  日  時  分まで 
  (３) 取得日数 
        年度：既取得日数  日／今回取得日数  日／延べ取得日数  日 
 ２ 活動の種類（規則第28条第１項） 
   □被災者への支援活動（第１号関係） □社会福祉施設等における活動（第２号関係） 
   □要介護者への支援活動（第３号関係）□国等の主催事業等への支援活動（第４号関係） 

（団体名：

□主催□共催□協賛□後援）     

 ３ 予定活動場所 
   施設名等：                                    

   所 在 地：                                    

   電  話：     （    ）                         

 ４ 予定している具体的な活動内容 
 
 
 ５ 仲介団体名及び連絡先 
   団 体 名：                                    

   電  話：     （    ）                         

 注１ 「１ 活動期間等」の「(２)往復に要する期間」欄は、遠隔の地に赴く場合で、活動期間以

外の日に当該往復に要する期間を休暇の対象とする場合に記入する。 
  ２ 「３ 予定活動場所」欄は、活動場所が支援する相手の居宅である場合には、その者の氏

名及び住所等を記入する。 
  ３ 社会福祉施設等における活動を行う場合は、「５ 仲介団体名及び連絡先」欄への記入を要

しない。 
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改正後 改正前 

第８号様式（第28条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８号様式（第28条関係） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年  月  日  

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 報 告 書                

          あて 

所 属           

氏 名           

 １ 活動の種類（規則第28条第１項） 

   □被災者への支援活動（第１号関係） □社会福祉施設等における活動（第２号関係） 

   □要介護者への支援活動（第３号関係）□国等の主催事業等への支援活動（第４号関係） 

（団体名：

□主催□共催□協賛□後援）     

 ２ 具体的な活動内容 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ３ 備考 
 
 
 

 注１ 報告書は、休暇取得後速やかに提出すること。 

  ２ 緊急かつやむを得ない事由により事前に活動計画書を提出することができなかった場合に

は、「３ 備考」欄に活動計画書を提出することができなかった理由並びに活動期間、活動場

所、仲介団体名及びその連絡先等活動計画書に準じた内容を記入する。 

年  月  日  

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 報 告 書                

          あて 

所 属           

氏 名        ○印   

 １ 活動の種類（規則第28条第１項） 

   □被災者への支援活動（第１号関係） □社会福祉施設等における活動（第２号関係） 

   □要介護者への支援活動（第３号関係）□国等の主催事業等への支援活動（第４号関係） 

（団体名：

□主催□共催□協賛□後援）     

 ２ 具体的な活動内容 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ３ 備考 
 
 
 

 注１ 報告書は、休暇取得後速やかに提出すること。 

  ２ 緊急かつやむを得ない事由により事前に活動計画書を提出することができなかった場合に

は、「３ 備考」欄に活動計画書を提出することができなかった理由並びに活動期間、活動場

所、仲介団体名及びその連絡先等活動計画書に準じた内容を記入する。 
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12/19 

改正後 改正前 

第８号の２様式（第29条の３関係） 

 

第８号の２様式（第29条の３関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 介 護 者 の 状 態 等 申 出 書                

年  月  日  

 

       あて 

所属           

氏名           

 

１ 要介護者に関する事項 

 (１) 氏名 

 

 

 (２) 職員との続柄 

 

 

 (３) 職員との同居又は別居の別 

     □同居    □別居 

 

 

 (４) 介護が必要となった時期 

      年  月  日 

 

 

 

 

２ 要介護者の状態 

 

 

 

 

 

３ 備考 

 

 

 

 

 

注１ 「１(４) 介護が必要となった時期」については、その時期が請求を行う時

から相当以前であること等により特定できない場合には、日又は月の記載を省

略することができる。 

 ２ 「２ 要介護者の状態」には、職員が要介護者の介護をしなければならなく

なった状況が明らかになるように、具体的に記入する。 

 

要 介 護 者 の 状 態 等 申 出 書                

年  月  日  

 

       あて 

所属           

氏名        ○印   

 

１ 要介護者に関する事項 

 (１) 氏名 

 

 

 (２) 職員との続柄 

 

 

 (３) 職員との同居又は別居の別 

     □同居    □別居 

 

 

 (４) 介護が必要となった時期 

      年  月  日 

 

 

 

 

２ 要介護者の状態 

 

 

 

 

 

３ 備考 

 

 

 

 

 

注１ 「１(４) 介護が必要となった時期」については、その時期が請求を行う時

から相当以前であること等により特定できない場合には、日又は月の記載を省

略することができる。 

 ２ 「２ 要介護者の状態」には、職員が要介護者の介護をしなければならなく

なった状況が明らかになるように、具体的に記入する。 
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13/19 

改正後 改正前 

第９号様式 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９号様式（第30条関係） 
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14/19 

改正後 改正前 

 

 

17



15/19 

改正後 改正前 
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16/19 

改正後 改正前 

第10号様式 削除 第10号様式（第30条、第30条の２関係） 
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17/19 

改正後 改正前 

第11号様式 削除 第11号様式（第30条の２関係） 
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18/19 

改正後 改正前 
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19/19 

改正後 改正前 
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